
令和５年第７回真岡市教育委員会 会議録 
 

１．招集日時 

    令和５年７月２５日（火） 午前１０時００分 

 

 

２．場所 

    真岡市役所 ４０４会議室 

 

 

３．出席委員の氏名 

（１）教育委員会教育長       山 中 孝 雄 

（２）教育委員会委員（職務代理者） 大 島 克 弘 

 （３）教育委員会委員        佐 藤   進 

 （４）教育委員会委員        邑 樂 美智子 

 （５）教育委員会委員        小 倉 淳 子 

  

 

４．委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名 

 （１）教育次長           古 澤 博 之 

 （２）学校教育課長         青 柳 正 子 

 （３）学校教育課長補佐兼総務係長  高 崎 博 美 

 （４）学校教育課長補佐兼施設係長  藤 澤 修 一     

 （５）学校教育課教育政策係長    鈴 木 美 苗 

 （６）学校教育課指導係長      保 坂 一 哉 

（７）学校教育課教育政策係指導主事 横 山 祥 子 

  

 

５．会議録の作成に当たった者 

    学校教育課長補佐兼総務係長  高 崎 博 美 

 

 

６．令和５年第７回真岡市教育委員会会議録署名委員として指名を受けた委員 

邑 樂 美智子 委員 

 

 

７．開会時間 午前１０時００分 

  

 

８．令和５年第６回真岡市教育委員会会議録の承認 

   高崎学校教育課長補佐兼総務係長が、会議録案を事前に送付した旨を説明し、審

議の結果、原案のとおり承認された。 

 

 

 



９．教育長等の事務報告 

   古澤教育次長が、真岡市教育委員会教育長等の事務報告を行った。 

 

    

10．議案 

  議案第１９号「令和６年度使用教科用図書の採択について」 

本議案については、教科用図書芳賀採択地区協議会細則第２条第１項を勘案し、

採択の際は、非公開のうえ承認されることになるが、傍聴人はなかった。 

青柳学校教育課長から教科用図書の採択については、市・町教育委員会が行って

いること、採択の時期については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関す

る法律施行令第１４条第１項の規定により、当該教科書が使用される年度の前年度

の８月３１日までに行わなければならないとされている旨説明し、採択までの手続

きとしては、栃木県が設定した採択地区である、本市を含む１市４町で構成されて

いる「教科用図書芳賀採択地区協議会」の委員や調査員が、「栃木県教科用図書選

定審議会」の調査研究・指導助言などを基に、教科用図書の調査及び協議を行い選

定している旨説明した。 

横山指導主事から、本市教育委員会において、真岡市立小・中学校管理規則第７

条の規定に基づき、今回「選定」された図書について、令和６年度使用教科用図書

芳賀採択地区調査研究会報告書のとおり、選定図書の提案をするものであることを

説明。 

また、令和６年度使用教科用図書芳賀採択地区調査研究会報告書により、調査研

究結果を説明し、その後、展示した選定図書を閲覧して頂いた。 

審議の結果、原案のとおり承認された。 

 

 

11．その他 

（１）「学校施設の雷等により故障した機器について」 

  青柳学校教育課長より、６月末と７月中旬の落雷により、７校、１０件の学校

の機器設備等が故障し、修繕の金額が固まったものに対し、緊急性を踏まえ、市

長専決処分による補正予算で対応していく旨、また、金額の定まっていないもの

は見積もりが提出され次第順次対応する旨説明。 

  佐藤委員より、故障した機器は火災保険等に入っていないのかと質問があり、

青柳学校教育課長より、火災保険に加入しているので、修繕等がすべて終了して

から対応していく旨説明。 

  小倉委員より、真岡中の空調設備について、生徒の健康に配慮し２学期が始ま

る前には修理してほしいと要望があり、青柳学校教育課長より、８月中には修繕

出来る予定である旨説明。 

 

（２）令和５年９月の教育委員会について 

    高崎学校教育課長補佐兼総務係長から、９月の開催日程案について、９月１９

日（火）午後２時または、２１日（木）午後２時の２案を提案し、協議の結果、

９月２１日（木）午後２時に決定される。 

 

 

13．閉会時間 午前１０時４０分 


